
第８次地域保健医療計画との統合について
【背景】

・ 本県で策定する計画等について、策定の趣旨や目的、施策指標等が重複または類似する計画等を整理

・ 地域保健医療計画については、厚生労働省令和５年３月３１日付け事務連絡が発出され、政策的に関連
が深く一体のものとして策定して差し支えない計画の一つに予防計画を例示

地域保健医療計画の第２章第５節「感染症医療」に予防計画を統合
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■統合による変更点

■統合による改定手続きの変更点

➢ 「１ 目指すべき姿」、「２ 現状と課題」、「４ 指標」を追記
※予防計画本文は、「３ 課題解決に向けた主な取組」として
地域保健医療計画に統合

➢ 表記の統一

➢連携協議会・対策推進部会と並行して、地域保健医療計画の
一部として、 同計画の策定スキームの中で議論（ex.医療審
議会の審議、県民コメントの実施等）

第３部 医療の推進
第２章 事業ごとの医療提供体制の整備
第１節 救急医療
第２節 災害時医療
第３節 周産期医療
第４節 小児医療
第５節 感染症医療 「予防計画」

施策の体系案（抜粋）



県民コメント実施

県民コメントの実施

対策推進部会④
（１０月１１日） （１０月下旬～１１月下旬）

・意見のとりまとめ

・公表する対応案の検討

対策推進部会⑤
（１２月１４日）

連携協議会③
（１２月２６日）

※県民コメント結果公表計画案（県民コメント用）

決定

県民コメントの流れ

関係機関照会
（１０月下旬～１１月下旬）

照会先：県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、
市町村 等

・県ホームページへの掲載

・報道機関への発表 等
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第８次地域保健医療計画に統合して実施



改定スケジュール
令和5年度 医療審議会 連携協議会 対策推進部会 協定

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月
以降

【6/9：協議会①】

【７月下旬～８月上旬：部会①②③】
素案検討

【8/31：協議会②】
中間取りまとめ

【10/11：部会④】
協議会・審議会での議論を反映

【9/12：審議会①】

【10月下旬～11月下旬】
県民コメント

【12/14：部会⑤】
県民コメントの意見を反映

【 12/26：協議会③】
予防計画（案）策定

【審議会②】

第8次地域保健医療計画（予防計画含）（案）確定

２月定例会 上程

協定書案を検討

医療機関等への説明

【10月下旬以降】
協定締結に向けた協議

協議の進捗状況を報告（数値目標に
対する達成状況）

予防計画（案）確定後、協定締結に
向けて準備

《第8次地域保健医療計画に統合し審議》

《第8次地域保健医療計画の骨子を審議》
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・目標達成に向け、令和６年度以降も引き続き協定締結の協議
・令和６年度以降、連携協議会で数値目標の達成状況の進捗を確認（年１回）
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